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資料１

平成３０年４月
行財政改革推進室

行財政構造改革の着実な実行について

１ 改革の取組方針

新たな時代を切り拓く「３つの維新」への挑戦を支える、揺るぎない行財
政基盤を確立するため、改革期間（平成29～33年度）を通じ、徹底した行財
政構造改革を着実に実行

▼改革の取組により、１,３０２億円の効果額を確保
⇒ 改革期間中の財源不足額１,２９２億円（H30当初時点）を解消

⇒ 改革期間中に基金残高を１００億円以上に回復

▼平成33年度末までに収支均衡した持続可能な財政構造へ転換し、34年度当
初予算からは臨時的な財源確保対策に依存しない財政運営を実現

２ 改革の取組

Ⅰ 歳出構造改革〈歳入水準に見合った歳出構造への転換〉 （単位 億円）

区 分 効果額 主な取組内容

① 総人件費の縮減 ２３３ ○定員削減 ▲657人（H29～30：▲274人）
(㉚４０) ・一般行政▲160人（ 〃 ：▲102人）

・教 育▲470人（ 〃 ：▲166人）
・警察（一般職員）▲ 27人（ 〃 ：▲ 6人）

○給与水準の見直し
給与制度の総合的見直し、通勤手当の見直
し、時間外勤務手当の縮減 等

② 事務事業の見直し ６３ ○全事業の見直し
(㉚１２) 見直し888事業（うち休廃止177事業）

③ 公共投資等の適正化 ４４ ○公共事業▲10％（県負担ベース）
(㉚ ７) ○県営建築事業等の実施水準見直し

④ 公債費の平準化 ５４１ ○30年債の導入
(㉚１１０)

⑤ 公の施設の見直し － ※「見直しの基本方針」に沿って、施設毎の
見直しを検討

８８１
計

(㉚１６９)
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Ⅱ 臨時的・集中的な財源確保対策〈改革実現までの財源不足の解消〉（単位 億円）

区 分 効果額 主な取組内容

① 保有基金の取崩し ９０ ○市町振興基金、土地取得基金の取崩し
(㉚ ８)

② 保有財産等の活用 ５２ ○特別会計余剰金の繰入
(㉚１４) 土地取得特会、就農支援資金特会等

○企業会計（電気事業）からの繰入
産業力強化、環境エネルギー対策に資する
財源として活用 等

③ 未利用財産等の売却 ３１ ○未利用財産の掘り起こし・売却、貸付
・貸付 (㉚１７) ○東京・大阪公舎等の売却

④ 県税収入等の確保 ８ ○ふるさと納税の確保・増収
(㉚ ２) 寄附者の共感を得やすい事業に特定化した募集等

○ネーミングライツの導入
○個人県民税の徴収対策強化
○税外未収金対策の強化 等

⑤ その他の財源補てん ９２ ○退職手当債の確保
(㉚２３)

２７３
計

(㉚６４)

◇ 執行段階での節減等 （単位 億円）

区 分 効果額 主な取組内容

前年度不用額、決算剰 １４８ 執行段階での経費節減（物件費の執行留保等）
余金等の確保 (㉚３７) 追加の歳入確保

１,３０２
合 計

(㉚２７０)

３ 今後の対応

○ 「行財政改革統括本部」において、取組の適切な進行管理を行い、改革効果
を確実に発現

〈平成30年度〉平成30年度取組の進行管理、平成29年度取組実績の集約
公の施設に係る個別施設ごとの見直しの検討

○ 国の予算や地方財政対策等の動向も踏まえながら、全ての取組について不断
の検証と見直しを実施

改革期間に係る収支見通しを精査し、次年度以降の予算編成へ反映


